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○ 

損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
八
十
九
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

（
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
条 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
法
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
（
第
七
条
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五

号
、
第
十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
十
九
条
の
三
並
び
に
第
二
十
七
条
を
除

く
。
）
の
規
定
中
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
損
害
保
険
料
率
算
出
団
体
」

と
、
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
本
店
」
と
あ
り
、
及
び
「
営

業
所
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
条 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
法
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
（
第
七
条
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五

号
、
第
十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
十
九
条
の
三
、
第
二
十
七
条
並
び
に
第
四

十
八
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
損
害
保
険

料
率
算
出
団
体
」
と
、
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
本
店
」
と

あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」
と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務

所
」
と
、
「
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
十
二
条
第
一
項
第

三
号 

     

会
社 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体
（
損
害
保
険
料

率
算
出
団
体
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す

る
損
害
保
険
料
率
算

出
団
体
を
い
う
。
第

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
十
二
条
第
一
項
第

三
号 

     

会
社 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体
（
損
害
保
険
料

率
算
出
団
体
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
一

項
第
三
号
に
規
定
す

る
損
害
保
険
料
率
算

出
団
体
を
い
う
。
以
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百
四
十
八
条
を
除

き
、
以
下
同
じ
。

） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
 

下
同
じ
。
） 

  

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
四
十
八
条
第
二
項 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

会
社
成
立 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体
成
立 

 

２ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
法
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
法
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登 

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

句 
読
み
替
え
る
字
句 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
二
十
四
条
第
一
号 

営
業
所 

主
た
る
事
務
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
商
業
登 

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
十
七
条
第
三
項 

会
社 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
二
十
四
条
第
一
号 

営
業
所 

事
務
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
四
十
八
条
第
一
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
四
十
八
条
第
二
項 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

会
社
法
第
九
百
三
十

条
第
二
項
各
号 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体
に
関
す
る
法
律
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（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 

第
二
十
三
条
第
二
項

各
号 

会
社
成
立 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体
成
立 

第
四
十
九
条
第
一
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

会
社 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
四
十
九
条
第
三
項

及
び
第
五
十
条
第
一

項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
五
十
条
第
二
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
五
十
条
第
三
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

会
社 

損
害
保
険
料
率
算
出

団
体 

第
五
十
条
第
四
項 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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○ 

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

（
金
融
商
品
会
員
制
法
人
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
十
九
条
の
二
の
二 
法
第
九
十
条
に
規
定
す
る
登
記
に
つ
い
て
、
同
条
に
お

い
て
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

（
金
融
商
品
会
員
制
法
人
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
十
九
条
の
二
の
二 

法
第
九
十
条
に
規
定
す
る
登
記
に
つ
い
て
、
同
条
に
お

い
て
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と

お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
十
七
条
第
三
項 

そ
の
支
店 

そ
の
従
た
る
事
務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

（
自
主
規
制
法
人
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
十
九
条
の
二
の
九 

法
第
百
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
自
主
規
制
法
人
に
関

す
る
登
記
に
つ
い
て
、
同
条
に
お
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 

（
自
主
規
制
法
人
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
十
九
条
の
二
の
九 

法
第
百
二
条
の
十
一
に
規
定
す
る
自
主
規
制
法
人
に
関

す
る
登
記
に
つ
い
て
、
同
条
に
お
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 
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記
法
の
規
定 

句 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

記
法
の
規
定 

句 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
十
七
条
第
三
項 

そ
の
支
店 

そ
の
従
た
る
事
務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

（
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
九
条
の
三
の
十
五 

法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に

つ
い
て
、
法
第
百
四
十
六
条
に
お
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 
読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

   
 

（
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
九
条
の
三
の
十
五 

法
第
百
三
十
六
条
第
一
項
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に

つ
い
て
、
法
第
百
四
十
六
条
に
お
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に

お
け
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
九
百
三
十
七
条
第

四
項 

支
店 

支
店
（
会
員
金
融
商

品
取
引
所
に
あ
っ
て

は
、
従
た
る
事
務

所
） 

 

 
 

 
 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
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○ 

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

第
九
条
の
三
及
び
第
九
条
の
四 

削
除 

第
九
条
の
三 

削
除 

 
 

（
登
記
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
九
条
の
四 

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
設
立
の
無

効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会

社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
イ
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

    

本
店
（
第
一
号
ト
に

規
定
す
る
場
合
で
あ

っ
て
当
該
決
議
に
よ

っ
て
第
九
百
三
十
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
の

登
記
が
さ
れ
て
い
る

と
き
に
あ
っ
て
は
、

本
店
及
び
当
該
登
記

に
係
る
支
店
） 

主
た
る
事
務
所 
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２ 

法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
出
資
一
口
の
金
額
の
減 

 

少
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い

て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ニ
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

本
店
（
第
一
号
ト
に

規
定
す
る
場
合
で
あ

っ
て
当
該
決
議
に
よ

っ
て
第
九
百
三
十
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
の

登
記
が
さ
れ
て
い
る

と
き
に
あ
っ
て
は
、

本
店
及
び
当
該
登
記

に
係
る
支
店
） 

主
た
る
事
務
所 

 

 

３ 

法
第
七
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
創
立
総
会
又
は
総
会
の

決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
係
る
請
求
を

認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一

項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 
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の
規
定 

句 
 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

信
用
金
庫
法
第
七
十

四
条
第
二
項
各
号 

 

 

４ 

法
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に

係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三

十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

四
項 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

信
用
金
庫
法
第
七
十

四
条
第
二
項
各
号 

 

 
 

（
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
読
替
え
） 

第
九
条
の
五 

法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」

と
、
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
読
替
え
） 

第
九
条
の
五 

法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」

と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務
所
」
と
、
「
商
号
」
と
あ
る
の

は
「
商
号
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同

法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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○ 

労
働
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
六
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

第
四
条
の
三
及
び
第
四
条
の
四 

削
除 

第
四
条
の
三 

削
除 

 
 

（
登
記
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
読
替
え
） 

第
四
条
の
四 

法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
設
立
の
無

効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会

社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
イ
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

   

本
店
（
第
一
号
ト
に

規
定
す
る
場
合
で
あ

っ
て
当
該
決
議
に
よ

っ
て
第
九
百
三
十
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
の

登
記
が
さ
れ
て
い
る

と
き
に
あ
っ
て
は
、

本
店
及
び
当
該
登
記

に
係
る
支
店
） 

主
た
る
事
務
所 
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２ 

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
出
資
一
口
の
金
額
の
減

少
の
無
効
の
訴
え
に
係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い

て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ニ
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

本
店
（
第
一
号
ト
に

規
定
す
る
場
合
で
あ

っ
て
当
該
決
議
に
よ

っ
て
第
九
百
三
十
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
の

登
記
が
さ
れ
て
い
る

と
き
に
あ
っ
て
は
、

本
店
及
び
当
該
登
記

に
係
る
支
店
） 

主
た
る
事
務
所 

 

 

３ 

法
第
八
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
創
立
総
会
又
は
総
会
の

決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
係
る
請
求
を

認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一

項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 
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の
規
定 

句 
 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

労
働
金
庫
法
第
七
十

八
条
第
二
項
各
号 

 

 

４ 

法
第
八
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に

係
る
請
求
を
認
容
す
る
判
決
が
確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三

十
七
条
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術

的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

四
項 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

労
働
金
庫
法
第
七
十

八
条
第
二
項
各
号 

 

 
 

（
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
読
替
え
） 

第
四
条
の
五 

法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」

と
、
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
読
替
え
） 

第
四
条
の
五 

法
第
八
十
九
条
の
規
定
に
お
い
て
金
庫
の
登
記
に
つ
い
て
商
業

登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
同
法
の
規
定
中
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」

と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務
所
」
と
、
「
商
号
」
と
あ
る
の

は
「
商
号
又
は
名
称
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同

法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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○ 

協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
九
十
八
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

（
登
記
の
期
間
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

（
登
記
の
期
間
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
登
記
は
、
法
第
四
十
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

電
子
提
供
措
置
を
と
る
旨
を
定
款
で
定
め
た
日
又
は
当
該
事
項
に
変
更
を
生

じ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
い
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 
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○ 

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

  

（
削
る
） 

（
相
互
会
社
の
創
立
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取

消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
四
条
の
七 

法
第
三
十
条
の
八
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
創
立

総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い

て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
百
三

十
条
第
二
項
各
号 

 

 
 

第
四
条
の
七
～
第
四
条
の
九 

（
略
） 

第
四
条
の
八
～
第
四
条
の
十 

（
略
） 

 

 
 

 

（
削
る
） 

（
相
互
会
社
の
社
員
総
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
五 

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
社
員
総

会
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 
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読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
十
九
条
第
五

項 

定
時
株
主
総
会 

定
時
社
員
総
会 

 

 
 

（
相
互
会
社
の
社
員
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取

消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
五 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
社
員
総

会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て

会
社
法
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号

ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
相
互
会
社
の
社
員
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取

消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
六 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
社
員
総

会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て

会
社
法
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号

ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の

規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
三
十
五
条
第

一
項
及
び
第
九
百
三

十
七
条
第
一
項
（
第

一
号
ト
に
係
る
部
分

に
限
る
。
） 

本
店 

    

主
た
る
事
務
所 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
三
十
五
条
第

一
項 

   

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
百
三 
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（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

 
 

十
条
第
二
項
各
号 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

 

 
 

第
五
条
の
六
～
第
五
条
の
八 

（
略
） 

第
五
条
の
七
～
第
五
条
の
九 

（
略
） 

 

 
 

（
相
互
会
社
の
総
代
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消

し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
九 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
総
代
会

の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
会

社
法
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
相
互
会
社
の
総
代
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消

し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
五
条
の
十 

法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
の
総
代
会

の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
会

社
法
第
八
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
三
十
五
条
第

一
項
及
び
第
九
百
三

十
七
条
第
一
項
（
第

一
号
ト
に
係
る
部
分

に
限
る
。
） 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
八
百
三
十
五
条
第

一
項 

   

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
九
百
三
十
七
条
第 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
百
三



 

 - 18 - 

 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

十
条
第
二
項
各
号 

 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

 

 
 

（
総
代
会
設
置
特
定
相
互
会
社
の
社
員
総
会
招
集
請
求
権
に
係
る
人
数
） 

第
五
条
の
十 
（
略
） 

（
総
代
会
設
置
特
定
相
互
会
社
の
社
員
総
会
招
集
請
求
権
に
係
る
人
数
） 

第
五
条
の
十
一 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

（
相
互
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
条 

法
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
つ
い
て
会
社

法
第
九
百
十
六
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
九
百
三
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
九
百
十
六
条
第
一

号 

第
九
百
十
一
条
第
三

項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
二
項
各
号 

第
九
百
三
十
条
第
一

項
第
二
号 

第
九
百
二
十
二
条
第

一
項
各
号
又
は
第
二

項
各
号 

保
険
業
法
第
百
六
十

九
条
の
五
第
二
項
各

号 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
第
一
号 

商
号 

名
称 

 

 
 

（
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読

替
え
） 

（
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読

替
え
） 
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第
十
条 

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い

て
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準
用
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
（
第
十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
二
十
七
条
、
第

三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
中

「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
本
店
」
と
あ
り
、
及
び
「
営
業

所
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条
の
二 

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に

つ
い
て
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
規
定
を
準

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
法
（
第
十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
二
十
七

条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
三

条
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、
「
本

店
」
と
あ
る
の
は
「
主
た
る
事
務
所
」
と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た

る
事
務
所
」
と
、
「
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
事
務
所
」
と
読
み
替
え
る
ほ

か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

 
 

 

第
四
十
四
条
第
二
項

第
二
号 

営
業
所 

事
務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

   

（
削
る
） 

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
三
十
三
条
第
二
項 

商
号 

名
称 

営
業
所 

主
た
る
事
務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
四
十
七
条
第
三
項 

前
項 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
一
項 

第
四
十
八
条
第
二
項 

会
社
法
第
九
百
三
十

条
第
二
項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第

九
百
三
十
条
第
二
項
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（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

各
号 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
五
十
五
条
第
一
項 

会
社
法
第
三
百
四
十

六
条
第
四
項 

保
険
業
法
第
五
十
三

条
の
十
二
第
四
項 

第
百
四
十
八
条 

こ
の
法
律
に 

保
険
業
法
に 

 

こ
の
法
律
の 

同
法
の 

 

２ 

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
商

業
登
記
法
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。 

２ 

法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
商

業
登
記
法
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る

。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 
読
み
替
え
る
字
句 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

第
二
十
四
条
第
一
号 

営
業
所 

主
た
る
事
務
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
十
七
条
第
三
項 

会
社 

相
互
会
社 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
二
十
四
条
第
一
号 

営
業
所 

事
務
所 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
四
十
八
条
第
一
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
四
十
八
条
第
二
項 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

会
社
法
第
九
百
三
十

条
第
二
項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第
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（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 
（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
八
十
二
条
第
二
項 

前
項 

保
険
業
法
第
百
七
十

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
項 

本
店 

本
店
又
は
主
た
る
事

務
所 

第
八
十
二
条
第
三
項 

第
一
項 

 

保
険
業
法
第
百
七
十

条
第
三
項
に
お
い
て

九
百
三
十
条
第
二
項

各
号 

会
社
成
立 

相
互
会
社
成
立 

第
四
十
九
条
第
一
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

会
社 

相
互
会
社 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
四
十
九
条
第
三
項

及
び
第
五
十
条
第
一

項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
五
十
条
第
二
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

第
五
十
条
第
三
項 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

会
社 

相
互
会
社 

第
五
十
条
第
四
項 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
八
十
二
条
第
二
項 

本
店 

本
店
又
は
主
た
る
事

務
所 

前
項 

保
険
業
法
第
百
七
十

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
前
項 

第
八
十
二
条
第
三
項 

本
店 

本
店
又
は
主
た
る
事

務
所 
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準
用
す
る
第
一
項 

第
八
十
条
又
は
前
条 

同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十

条
又
は
前
条 

 
 

 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

第
一
項 

保
険
業
法
第
百
七
十

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
一
項 

第
八
十
条
又
は
前
条 

同
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
八
十

条
又
は
前
条 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

（
相
互
会
社
が
電
子
公
告
に
よ
り
法
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
条
の
二 

（
略
） 

（
相
互
会
社
が
電
子
公
告
に
よ
り
法
又
は
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
公
告
を

す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
条
の
三 

（
略
） 

 
 

（
保
険
契
約
者
総
会
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

（
保
険
契
約
者
総
会
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
一
条
の
三 

（
略
） 

第
十
一
条
の
三 

（
略
） 

２ 

法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
保
険
契
約
者
総
会
の
決
議
の
不

存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
八
百

三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
保
険
契
約
者
総
会
の
決
議
の
不

存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
八
百

三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技

術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

本
店 

   

主
た
る
事
務
所 

   

 
 

 

 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

 

本
店 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

主
た
る
事
務
所 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
百
三

十
条
第
二
項
各
号 

 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

 

 
 

（
保
険
契
約
者
総
代
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
等
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
一
条
の
四 

（
略
） 

（
保
険
契
約
者
総
代
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
等
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
一
条
の
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
第
七
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
保
険
契
約
者
総
代
会
に
つ
い
て

法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。 

３ 

法
第
七
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
お
い
て
保
険
契
約
者
総
代
会
に
つ
い
て

法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と

す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
九
百
三
十
七
条
第

一
項
（
第
一
号
ト
に

係
る
部
分
に
限
る
。

） 

本
店 

主
た
る
事
務
所 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

保
険
業
法
第
六
十
四

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
百
三

十
条
第
二
項
各
号 

 



 

 - 24 - 

 
 

 
 

 

支
店 

従
た
る
事
務
所 

 

 
 

（
組
織
変
更
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
十
二
条
の
八 
法
第
九
十
六
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
組
織
変
更

の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る

技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
組
織
変
更
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
十
二
条
の
八 

法
第
九
十
六
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
組
織
変
更

の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ

ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

    

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
九
百
三
十
七
条
第

四
項 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

   

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号
（
保
険
業
法

第
六
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
） 

支
店 

支
店
及
び
従
た
る
事

務
所 

 

 
 

（
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読

替
え
） 

第
十
七
条
の
十
六 

法
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
関

す
る
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法

（
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読

替
え
） 

第
十
七
条
の
十
六 

法
第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
相
互
会
社
に
関

す
る
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
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の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
八
十
二
条
第
二
項 

本
店 

本
店
又
は
主
た
る
事

務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
八
十
二
条
第
二
項

か
ら
第
四
項
ま
で 

本
店 

本
店
又
は
主
た
る
事

務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

（
相
互
会
社
と
他
の
相
互
会
社
等
と
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用

す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
七
条
の
十
七 

法
第
百
七
十
一
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
百
五
十
九
条
第

一
項
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
及

び
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
相
互
会
社
と
他
の
相
互
会
社
等
と
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用

す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
十
七
条
の
十
七 

法
第
百
七
十
一
条
の
規
定
に
お
い
て
法
第
百
五
十
九
条
第

一
項
の
合
併
の
無
効
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
並

び
に
第
九
百
三
十
七
条
第
三
項
（
第
二
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に

係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 
（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
九
百
三
十
七
条
第

四
項 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号 

第
九
百
三
十
条
第
二

項
各
号
（
保
険
業
法
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（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
 

 
 

第
六
十
四
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
） 

 

支
店 

支
店
又
は
従
た
る 

 
 

事
務
所 

 

 
 

（
外
国
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
三
十
条
の
三 

法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
お
い
て
外
国
相
互
会
社
に
関
す

る
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

法
（
第
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
二
条
の
二
第
五
項
、

第
二
十
七
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
百

二
十
八
条
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十

条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
商
号
」
と
あ
る
の
は
「
名
称
」
と
、

「
本
店
」
と
あ
り
、
及
び
「
営
業
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
主
た

る
店
舗
」
と
、
「
代
表
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読

み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 

（
外
国
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
三
十
条
の
三 

法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
お
い
て
外
国
相
互
会
社
に
関
す

る
登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同

法
（
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
十
二
条
の
二
第
五
項
、
第
二
十
七
条
、

第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、
第
五
十

一
条
第
一
項
、
第
百
二
十
八
条
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三

項
並
び
に
第
百
三
十
条
第
一
項
を
除
く
。
）
の
規
定
中
「
商
号
」
と
あ
る
の

は
「
名
称
」
と
、
「
本
店
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
主
た
る
店
舗
」

と
、
「
支
店
」
と
あ
る
の
は
「
従
た
る
事
務
所
」
と
、
「
営
業
所
」
と
あ
る

の
は
「
事
務
所
」
と
、
「
代
表
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
代
表

者
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 

記
法
の
規
定 

句 
 

第
一
条
の
三 

営
業
所 

日
本
に
お
け
る
主
た

読
み
替
え
る
商
業
登 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 

記
法
の
規
定 

句 
 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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る
店
舗
（
保
険
業
法

第
百
八
十
七
条
第
一

項
第
四
号
に
規
定
す

る
日
本
に
お
け
る
主

た
る
店
舗
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
） 

第
十
二
条
の
二
第
五

項 
（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 
（
削
る
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

      

第
十
二
条
の
二
第
五

項 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
三
十
三
条
第
二
項 

商
号 

名
称 

営
業
所 

日
本
に
お
け
る
主
た

る
店
舗 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
百
二
十
九
条
第
一

項
第
四
号 

会
社
法
第
九
百
三
十

九
条
第
二
項 

保
険
業
法
第
二
百
十

七
条
第
一
項 

第
百
四
十
八
条 

こ
の
法
律
に 

保
険
業
法
に 

 

こ
の
法
律
の 

同
法
の 

 

２ 

法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
お
い
て
外
国
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ

い
て
商
業
登
記
法
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。 

２ 

法
第
二
百
十
六
条
の
規
定
に
お
い
て
外
国
相
互
会
社
に
関
す
る
登
記
に
つ

い
て
商
業
登
記
法
第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 

読
み
替
え
る
商
業
登 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

読
み
替
え
る
字
句 
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記
法
の
規
定 

句 
 

第
二
十
四
条
第
一
号 

営
業
所 

日
本
に
お
け
る
主
た

る
店
舗 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

記
法
の
規
定 

句 
 

第
二
十
四
条
第
一
号 

 

営
業
所 

事
務
所 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 
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○ 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

  

第
四
条 

削
除 

（
特
定
目
的
会
社
の
支
店
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
会

社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
四
条 

法
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
特
定
目
的
会
社
の
支
店
の

所
在
地
に
お
け
る
登
記
に
つ
い
て
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
九
百
三
十
二
条
本
文
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条

本
文
中
「
第
九
百
十
九
条
か
ら
第
九
百
二
十
五
条
ま
で
及
び
第
九
百
二
十
九

条
」
と
あ
る
の
は
、
「
資
産
流
動
化
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
九
百
二
十
九
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
発
起
人
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
五
条 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
発
起
人
、
設
立
時
取
締
役

又
は
設
立
時
監
査
役
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
（
平
成
十

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定

に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

  

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

（
発
起
人
等
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
五
条 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
発
起
人
、
設
立
時
取
締
役

又
は
設
立
時
監
査
役
の
責
任
を
追
及
す
る
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を

準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表

の
と
お
り
と
す
る
。 

  

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 

（
資
産
流
動
化
計
画
違
反
の
社
員
総
会
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
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第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

削
除 

 

準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
十
条 

法
第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
決
議
の

取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
⑵

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中

「
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
資
産
流
動
化
法
第
二
十

二
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
二
十
一
条 

削
除 

 
 

  

 

（
特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
二
十
二
条 

法
第
六
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
特
定
目
的
会
社
の
社

員
総
会
に
つ
い
て
会
社
法
第
三
百
十
四
条
及
び
第
三
百
十
八
条
第
四
項
の
規

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
三
百
十
四
条 

株
主
の 

社
員
の 

第
三
百
十
八
条
第
四

項 

株
主 

社
員 

 

 
 

 

（
特
定
目
的
会
社
の
社
員
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
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は
取
消
し
の
訴
え
に
つ
い
て
準
用
す
る
会
社
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
二
十
三
条 

法
第
六
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
特
定
目
的
会
社
の
社

員
総
会
の
決
議
の
不
存
在
若
し
く
は
無
効
の
確
認
又
は
取
消
し
の
訴
え
に
つ

い
て
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
百
三
十
条

第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
資
産
流
動
化
法
第
二
十
二
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

（
優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の

読
替
え
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

（
優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
等
の
規
定

の
読
替
え
） 

第
二
十
九
条 

（
略
） 

（
削
る
） 

２ 

法
第
百
十
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先

資
本
金
の
額
の
減
少
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
法
第
六
十
四
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百
三
十
七
条
第
一
項
（
第
一
号
ト
⑵
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
第
九
百
三

十
条
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
資
産
流
動
化
法
第
二
十
二
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
百
三
十
条
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

 
 

  

第
四
十
五
条 

削
除 

（
特
定
目
的
会
社
の
登
記
に
つ
い
て
準
用
す
る
商
業
登
記
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
四
十
五
条 
法
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
特
定
目
的
会
社
の
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登
記
に
つ
い
て
商
業
登
記
法
第
四
十
六
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
及
び
第
六

十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
技
術
的

読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
商
業
登

記
法
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
四
十
六
条
第
二
項 

株
主
総
会
若
し
く
は

種
類
株
主
総
会
、
取

締
役
会
又
は
清
算
人

会 

社
員
総
会 

第
四
十
六
条
第
三
項 

会
社
法
第
三
百
十
九

条
第
一
項
（
同
法
第

三
百
二
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
又
は
第

三
百
七
十
条
（
同
法

第
四
百
九
十
条
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
） 

資
産
流
動
化
法
第
六

十
三
条
第
一
項  

株
主
総
会
若
し
く
は

種
類
株
主
総
会
、
取

締
役
会
又
は
清
算
人

会 

社
員
総
会 

第
六
十
四
条 

株
主
名
簿
管
理
人 

特
定
社
員
名
簿
管
理

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/338AC0000000125_20170530_428AC0000000051
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/338AC0000000125_20170530_428AC0000000051
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#2247
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#2296
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#2600
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#2600
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#3576
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#3576
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062#377
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人
又
は
優
先
出
資
社

員
名
簿
管
理
人 
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○ 

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

（
投
資
主
総
会
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
八
十
条 

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
総
会
に
つ
い
て

会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

  

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
三
百
二
十
五
条
の

二 

 

取
締
役 
執
行
役
員 

株
主
総
会
参
考
書
類

等 

投
資
主
総
会
参
考
書

類
等 

第
三
百
二
十
五
条
の

二
第
一
号 

株
主
総
会
参
考
書
類 

投
資
主
総
会
参
考
書

類
（
投
資
法
人
法
第

九
十
一
条
第
四
項
に

規
定
す
る
投
資
主
総

会
参
考
書
類
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第

二
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

第
三
百
二
十
五
条
の

第
三
百
一
条
第
一
項

投
資
主
総
会
参
考
書

（
投
資
主
総
会
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
八
十
条 

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
主
総
会
に
つ
い
て

会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
係
る
技
術
的
読

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
会
社
法

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

  

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

       

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 



 

 - 35 - 

三
第
一
項
第
二
号 

に
規
定
す
る
場
合
に

は
、
株
主
総
会
参
考

書
類 

類 

第
三
百
二
十
五
条
の

三
第
二
項 

取
締
役 

執
行
役
員 

第
三
百
二
十
五
条
の

三
第
三
項 

第
二
十
四
条
第
一
項 

第
二
十
四
条
第
五
項

に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
一
項 

第
三
百
二
十
五
条
の

四
第
三
項 

 

取
締
役 

執
行
役
員 

株
主
総
会
参
考
書
類

等 

投
資
主
総
会
参
考
書

類
等 

第
三
百
二
十
五
条
の

四
第
四
項 

そ
の 

議
案
の
要
領
を
投
資

法
人
法
第
九
十
一
条

第
一
項
又
は
第
二
項

の 

当
該
議
案 

議
案 

第
三
百
二
十
五
条
の

五
第
二
項 

取
締
役 

執
行
役
員 

 

   

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

 
 

（
特
別
清
算
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
百
十
三
条 

法
第
百
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
投
資
法
人
の

特
別
清
算
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
特
別
清
算
に
関
す
る
読
替
え
） 

第
百
十
三
条 

法
第
百
六
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
清
算
投
資
法
人
の

特
別
清
算
に
つ
い
て
会
社
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規

定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 
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読
み
替
え
る
会
社
法 

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
削
る
） 

         

（
削
る
） 

（
削
る
） 

  
（
削
る
） 

（
削
る
） 

      

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

（
削
る
） 

読
み
替
え
る
会
社
法 

の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字 

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
八
百
八
十
六
条
第

一
項 

第
二
編
第
九
章
第
二

節
若
し
く
は
こ
の
節 

投
資
法
人
法
第
三
編

第
一
章
第
十
二
節
第

二
款 

 

同
章
第
一
節
若
し
く

は
第
二
節
若
し
く
は

第
一
節
（
同
章
第
一

節
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
に
係
る
事
件
に

係
る
部
分
に
限
る
。

）
若
し
く
は
こ
の
節 

同
節
第
一
款
若
し
く

は
第
二
款 

第
八
百
九
十
三
条
第

一
項 

清
算
人 

清
算
執
行
人
又
は
清

算
監
督
人 

第
八
百
九
十
六
条
第

一
項 

清
算
人 

清
算
執
行
人 

第
九
百
三
十
八
条
第

二
項
第
一
号 

清
算
人
又
は
代
表
清

算
人 

清
算
執
行
人
又
は
清

算
監
督
人 

第
九
百
三
十
八
条
第

二
項
第
三
号 

清
算
人
又
は
代
表
清

算
人
の
選
任
又
は
選

定 

清
算
執
行
人
又
は
清

算
監
督
人
の
選
任 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/417AC0000000086_20170401_428AC0000000062
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（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

（
削
る
） 

 

第
九
百
三
十
八
条
第

二
項
第
四
号 

清
算
人 

清
算
執
行
人
又
は
清

算
監
督
人 
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○ 

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
） 

改 

正 

案 

現

 

行 

 

（
投
資
口
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
六
十
一
条 
法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
信
託
及
び

投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
口
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
百
五
十
九
条
の
二

第
一
項 

会
社
法
第
三
百
二
十

五
条
の
二 

投
資
信
託
及
び
投
資

法
人
に
関
す
る
法
律

第
九
十
四
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
第
三
百
二
十

五
条
の
二 

第
百
五
十
九
条
の
二 

会
社
法
第
三
百
二
十 

投
資
信
託
及
び
投
資 

第
二
項 

五
条
の
五
第
二
項 

法
人
に
関
す
る
法
律

第
九
十
四
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る

会
社
法
第
三
百
二
十

五
条
の
五
第
二
項 

 

 

（
投
資
口
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
六
十
一
条 

法
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
投
資
信
託
及
び

投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
投
資
口
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 

（
新
設
） 
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（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
六
十
三
条 

法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
協
同
組
織
金
融

機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定

す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

第
百
五
十
九
条
の
二

第
二
項 

会
社
法
第
三
百
二
十

五
条
の
五
第
二
項 

協
同
組
織
金
融
機
関

の
優
先
出
資
に
関
す

る
法
律
第
四
十
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
三
百

二
十
五
条
の
五
第
二

項 
 

 

（
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替

え
） 

第
六
十
三
条 

法
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
協
同
組
織
金
融

機
関
の
優
先
出
資
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
に
規
定

す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
法
の
規
定
を
準
用
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す

る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 
 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

 
 

 

（
新
設
） 

      

（
新
設
） 

（
新
設
） 

 

 
 

 

（
特
定
目
的
会
社
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
法
の
規
定
の
読
替
え
） 

第
六
十
四
条
の
二 

法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
資
産
の
流

動
化
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
の
優
先
出
資
に
つ
い
て
法

 

（
新
設
） 
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の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
係
る
技
術
的
読
替
え
は
、

次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
法
の
規

定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

第
百
五
十
九
条
の
二

第
一
項 

会
社
法
第
三
百
二
十

五
条
の
二 

資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
第
六
十
五

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第

三
百
二
十
五
条
の
二 

第
百
五
十
九
条
の
二

第
二
項 

会
社
法
第
三
百
二
十

五
条
の
五
第
二
項 

資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
第
六
十
五

条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
会
社
法
第

三
百
二
十
五
条
の
五

第
二
項 

  
 

 


